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１　基礎情報 2020年8月1日現在

役員数 9 人 (都派遣職員 0 人 都退職者 2 人）

常勤役員数 2 人 (都派遣職員 0 人 都退職者 2 人）

非常勤役員数 7 人 (都派遣職員 0 人 都退職者 0 人）

179 人 (都派遣職員 36 人 都退職者 5 人）

1 人

500,000 千円

500,000 千円

100.0 ％

千円

千円

千円

千円 その他

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

設立年月日

基本財産

都出資（出捐）額

都出資（出捐）比率

常勤職員数

1985年10月1日

東京都新宿区荒木町13‒4 住友不動産四谷ビル１階

都民の生涯にわたるスポーツ等の普及振興を図るとともに、東京都内における埋蔵文化財
の保護を図り、もって、都民の文化的生活の向上に寄与すること。

所在地

団体の使命

事業概要

役
職
員
数

（１）スポーツ等の振興
（２）埋蔵文化財の調査研究、保存、公開活用及び知識の普及
（３）東京都及びその関係団体から受託するスポーツ等に関する事業
（４）東京都の施設等の管理運営
（５）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
（６）上記各項目の事業の推進に資するための収益事業等

なし

非常勤職員数

(所管局) オリンピック・パラリンピック準備局、教育庁

その他資産

他の出資（出捐）
団体及び額

 ※団体の統合前に都が出資（出捐）した分も含む

団体



２　財務情報（２０１９年度決算・単位：千円）

経常収益 構成割合 損益

7,347,058 100% △ 105,379

△ 68,737

指定管理者受託事業 2,545,430 34.8% △ 51,344

自主運営事業 170,175 2.1% 11,239

都との連携事業 1,180,509 16.4% △ 39,457

3,292,338 44.5% △ 26,122

158,606 2.1% 305

※固定資産への投資額：13,288

経 常 収 益 内 訳

1 3,132,857 3 2,516,449

1,461,036

2,516,449

1,671,821 4 222,436

2 1,168,034

500,000 222,436

475,998 2,738,885

192,036

ー固定資産 192,036 1,562,006

ー有価証券等

ーその他

4,300,891 4,300,891

※計数処理の関係で合計が合わない場合があります。

事
業
別
損
益

区分 構成割合 経常費用

事業全体 100% 7,452,437

（償却前損益）

ス
ポ
ー

ツ
事
業

34.6% 2,596,774

2.3% 158,936

16.1% 1,219,966

埋蔵文化財事業 44.8% 3,318,460

法人会計 2.2% 158,301

貸
借
対
照
表

（資産の部） （負債の部）

流動資産 流動負債

現金及び預金 借入金

有価証券 その他

その他 固定負債

　資産合計 　負債・正味財産合計

固定資産 借入金

基本財産

経 常 費 用 内 訳

その他

特定資産 　負債合計

その他固定資産 （正味財産の部）

　正味財産合計

都指定管理料

2,259,727

都指定管理料以外

の都委託料

1,476,937
都負担金 818,896

都財政受入以外の事業

収益 2,686,638

その他(基本財産運用益) 3,199

都補助金 101,661

ｽﾎﾟｰﾂ事業

(指定管理者受託事業)

2,596,774

ｽﾎﾟｰﾂ事業

(自主運営事業)

158,936

ｽﾎﾟｰﾂ事業(都との連携事業)

1,219,966

埋蔵文化財事業

3,318,460

法人会計 158,301



２　平成２７年度以降の事業実施状況

≪「経常収益額」、「都財政受入額」、「職員数」の推移からの分析≫

２－１　経常収益額から見る事業動向

２－２　都財政受入額の推移から見る都施策との連動性

２－３　職員数の推移から見る経営状況　

・経常収益は、H28年度から大幅増となった。この主な要因は、指
定管理受託施設について、H27年度まで東京体育館、駒沢オリン
ピック公園総合運動場、東京武道館、埋蔵文化財センターの4施設
だったものが、H28年度から辰巳水泳場が増え、5施設となり、指定
管理料が増加したためである。
・H28年度に比べてH29・30年度が減少したのは、埋蔵文化財調査
事業において受託金が減少したことと、H28年度には駒沢運動場
の施設改修に伴う高額の備品調達費が指定管理料に上乗せされ
たためである。
・R1年度が対H30年度比で増加した主な要因は、指定管理受託施
設に東京アクアティクスセンターが加わり指定管理料が増加したこ
とと、埋蔵文化財調査事業受託金が増加したためである。

・指定管理料がH28年度から増加したのは、辰巳水泳場の指定管
理が開始したためである。H30年度の増加は、東京体育館の改修
工事に伴う休館による増である。また、H31年度の増加は、東京ア
クアティクスセンターの指定管理が開始したためである。
・指定管理以外の委託料が徐々に増加しているのは、主に、埋蔵
文化財調査事業に係る都各局との委託契約額が増加しているた
めと、都立学校活用促進モデル事業がH28年度に開始し、毎年
度、事業規模が拡大していたためである。
・その他は、都と連携したスポーツ振興事業（1000km縦断リレー、
スポーツ博覧会等）に係る負担金である。

・職員構成は、都派遣職員、固有職員（固有の常勤無期職員）、常
勤嘱託員（常勤有期職員）、非常勤職員である。

・都退職者は、常勤嘱託員及び非常勤職員となっている。

・常勤職員の都退職者数はほぼ変動なし。過去には都退職者を非
常勤に採用していたが、近年は非常勤の調整人員数は殆どない。

・都派及び都退職者は、主に管理職・監督職を担っている。また、
事業団固有職員の監督職は育成中であり、管理職は未だいない
状況である。



３　主要事業分野に関する分析

（１／４）

事業
分野

事業
費用

指定管理者受託事業

事業
概要

（１）体育施設等の管理運営
（２）スポーツ振興事業

各指標に基づく分析

事業
収益

再委
託費

職員
構成

・都派遣職員は、主に管理職・監督職を担っている。また、社

会教育主事（都派遣）も在籍している。

・新規指定管理施設の受託（H28年度・辰巳）により職員数は

増加傾向である。

・固有職員採用はH25年度から再度採用を行っており、増加

傾向である。

・主な収益は指定管理料と体育施設利用料収益（都財政受

入以外）

・H28年度の収益増は、辰巳の指定管理開始及び駒沢の施

設改修に伴う備品調達費増による指定管理料の増加と、リオ

オリンピック予選に伴う東京体育館の体育施設利用料収益

が増加したため。

・H30年度に都財政受入以外の収益が減少し、都財政受入

割合が増加したのは、東体及び辰巳の工事休館により、体

育施設利用料収益が減少し、指定管理料が増加したため。

・H28年度からの費用増は、辰巳の指定管理開始のため。

・H29年度の外注費の増及びその他の減は、駒沢の施設改

修・備品調達が終了し、再開に伴う施設運営委託費が増加し

たため。

・H30年度の費用減は、東体及び辰巳の工事休館による。

・再委託の内容は、体育施設の建物維持管理、建物等警備、

利用者サービス窓口業務、システム運用保守委託等。

・再委託における事業団の業務は、業務の企画・統括や都と

の連絡調整等。

・H30年度までは、駒沢の施設改修後の運営委託費の増と、

H30年度の東体及び辰巳の工事休館による備品移送費等に

より増加傾向にあった。H31年度の減は、駒沢の施設運営が

コンソーシアムとなり委託費が減ったため。





３　主要事業分野に関する分析

（２／４）

事業
分野

事業
費用

自主運営事業

事業
概要

（１）施設活用自主事業
（２）利用者サービス事業
（３）スマイル自主事業

各指標に基づく分析

事業
収益

再委
託費

職員
構成

・都派遣職員は、主に管理職・監督職を担っている。また、社

会教育主事（都派遣）も在籍している。

・他事業の影響により、微増減が生じている。

・固有職員採用はH25年度から再度採用を行っており、微増

傾向である。

・主な収益は参加料、協賛金、広告料、利用者サービス事業

収益（売店、駐車場等）

・H28年度からの辰巳の指定管理開始に伴い、水泳教室の

参加料収益等が増加した。

・利用者サービス事業収益は増加傾向にあったが、H30年度

は、東体及び辰巳の休館により減少した。H31年度は東体が

通年休館したため、横這いとなっている。

・主な外注費は、イベント運営委託、売店・駐車場の運営委

託等。

・H28年度からの増は、辰巳の指定管理開始による。

・H29年度の増は、H28年度の黒字を利用し、イベントの規模

拡大や協賛の増加、広報活動の拡大等、自主事業に積極的

に取り組んだことによる。

・H30，31年度の減は、東体及び辰巳の休館による自主事業

や駐車場委託等の減のため。

・再委託なし





３　主要事業分野に関する分析

（３／４）

事業
分野

事業
費用

都との連携事業

事業
概要

（１）スポーツ国際交流事業
（２）地域支援・スポーツムーブメント醸成事業
（３）競技力向上事業

各指標に基づく分析

事業
収益

再委
託費

職員
構成

・補助金は、地域スポーツクラブの活動支援等に関する事業

への補助

・委託料は、アスリートキャリアサポート事業及び都立学校活

用促進モデル事業の受託金で、事業の開始・拡大に伴い増

加傾向である。

・その他は、スポーツ国際交流事業、1000km縦断リレー、ス

ポーツ博覧会等に係る負担金である。H31年度の増は、ス

ポーツ施設予約ｼｽﾃﾑ事業が入ったため。

・都財政受入以外の収益は協賛金収益等。

・主な外注費は、イベント運営業務委託。

・H28年度の増は都立学校活用促進モデル事業の開始、H29

年度の増は当該事業の規模拡大による。

・H30年度の減は、ラグビーW杯気運醸成事業が終了したこ

とよる。

・H31年度の増は、都立学校活用促進モデル事業の規模拡

大及びスポーツ施設予約システム事業の開始による。

・主な再委託費は都立学校活用促進モデル事業に伴う受付

窓口・管理指導員等業務委託。

・H29年度からの増は、学校事業の規模拡大に伴う受付窓

口・管理指導員等業務委託の増及び予約システム開発・運

用開始による増。

・都派遣職員は、主に管理職・監督職を担っている。また、社

会教育主事（都派遣）も在籍している。

・都施策充実による業務拡大等により職員数は増加傾向で

ある。

・固有職員採用はH25年度から再度採用を行っており、微増

傾向である。



その他補足資料等

主な事業成果

事業
成果
①

事業
成果
②

事業
成果
③

・都において、東京２０２０大会やスポーツ実施率向上等に向

けた取組が加速する中、多くの事業実績、事業運営能力を

有する団体として、平成26年度以降新たにTOKYOウォーク

などのイベント事業や都立学校活用促進モデル事業、アス

リートキャリアサポート事業などの事業を都と連携しながら実

施している。



【団体】公２事業分析

３　主要事業分野に関する分析

（４／４）

事業
分野

事業
費用

公２事業

事業
概要

埋蔵文化財発掘調査事業
埋蔵文化財の保護、活用及び広報普及に関する事業

各指標に基づく分析

事業
収益

再委
託費

職員
構成

事業収益は、再び上昇し、令和元年度は30億を超え

る収益となった。これは、都や国の施設整備や道路整

備事業などの活発な動きが続いているためである。

都の財政支出額の９割程度は各局との調査委託業務

である。令和元年度はやや減じたものの、各局の調査

を着実に実施している。また、指定管理料は、着実な執

行と積極的な事業展開により高い利用者満足度と利用

者数を確保している。都補助金は主に管理運営に関す

るものであり、適切に執行している。

調査事業では、直営による業務として、発掘調査に不

可欠な専門職員の高度な知識と経験をもとにした学術

的な指導や調査報告書の作成を行い、外注による業務

としては、現場における重機類での掘削や手作業によ

る発掘などの人員を要する業務とし、効率的な運営を

行っている。

広報普及事業は、職員の専門性を最大限に活かして

直営で実施している。

人件費は、技術の伝承と世代交代を図りながら、定年

退職者増と若手採用とのバランスを図り、ほぼ一定の

水準を保っている。

職員の専門性が必要な事業は直営で行い、民間活力
の投入により効率化できる部分は再委託している。

○埋蔵文化財調査事業
団 体：調査指導及び調査報告書の作成等
再委託：調査工事請負
○指定管理事業
団 体：展示公開及び行事の企画実施

建物庭園管理計画作成、修繕等企画実施
再委託：建物管理（受付警備、清掃、法定点検等）

遺跡庭園維持管理（清掃、樹木剪定等）

都派遣の内１名の監督職を除き、すべての職員が埋
蔵文化財に関する高度な知識を持つ専門職である。
○都派遣職員
課長職１名（管理監督者)

○固有職員
埋蔵文化財調査事業、普及啓発事業等の実施者

○常勤嘱託職員
固有職員と同じ

○非常勤職員
普及啓発事業の補助者

○その他常勤職員
固有職員の補助者として期限付きで雇用



【団体】公２事業分析

その他補足資料等

主な事業成果

事業
成果
①
埋蔵
文化
財調
査事
業

事業
成果
②
広報
普及
事業

利用者数の目標値(自主設定した目標値)
・第一期指定管理期間(H18-H22) 25,000人
・第二期指定管理期間(H23-H27) 27,500人
・第三期指定管理期間(H28-H32) 27,500人

積極的な広報活動により、着実に目標を達成してきたが、
令和元年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
約１カ月臨時休館としたため、目標に達しなかった。しかし、
臨時休館までの利用者数は平成３０年度とほぼ同数で好
調であった。毎年安定した利用者数を記録していることは
指定管理者評価委員会でも高く評価されている。

東京都内の埋蔵文化財発掘調査は、都と区市町村と
の役割分担により、国及び都の開発事業に伴う発掘調
査事業を都が担当することになっている。東京都埋蔵
文化財センターは、都の補完機関であり、都教育委員
会の監督・指導の下、発掘調査等を行う専門機関として
調査体制を維持し、大規模開発をはじめとした公共事
業の円滑な実施に貢献してきた。
令和元年度の事業件数は若干の増となったが、住宅
建替などの大規模事業の増に伴い、事業費は1割以上
の増となった。いずれの事業も都及び国の関係機関と
の調整を行いながら、調査研究員の適切な配置等、人
員の面でも柔軟に対応し、調査を着実に完遂した。



団体

戦略番号

戦
略
１

スポーツが日常生活に溶
け込んだ「スポーツ
フィールド東京」の実現

見
直
し

①
【目標①】都内でスポーツができる場の情報一元化
【目標②】無関心層や「新しい日常」にも対応する多角的なスポーツ情報の発信

事業
運営

〇 〇 〇 〇

戦
略
２

アスリートの活躍機会の
拡大

見
直
し

①
【目標①】地域におけるスポーツの裾野拡大及びアスリート等の活動の場の拡大
【目標②】アスリートの活動や情報発信への支援
【目標③】東京都スポーツ推進企業とアスリート等の連携によるスポーツ活動の実施

事業
運営

〇 〇 〇 〇

戦
略
３

レガシーの活用及びDXの
推進による都立スポーツ
施設の魅力向上

見
直
し

②

【目標①】指定管理施設の利用拡大
【目標②】大会等におけるWEB等を活用した映像配信サービスの提供や5G等の活用
     (２施設)
【目標③】指定管理施設を活用した都施策への積極的な貢献

組織
運営

〇 〇 〇 〇 〇

戦
略
４

専門性を活かした企画立
案機能向上及び組織体制
の強化

見
直
し

④

【目標①】東京都へのスポーツ事業等の提案件数毎年５件以上
【目標②】体育施設管理士等の資格取得支援制度等、能力開発に関する支援制度の
     拡充
【目標③】デジタル専任組織の設置及び将来の組織の中核を担う主任級職員を５名
     以上育成

組織
運営

〇

戦
略
５

埋蔵文化財事業における
若手職員の育成

見
直
し

⑤

【目標①】開発事業者との調整や設計積算など、センターの中核業務を担う職員を
     育成
【目標②】考古学的知見に加え、高い専門技術を備え、質の高い報告書を作成できる
     職員を育成
【目標③】現場の責任者として、請負業者への指示・監督ができるまで新人職員を
     育成

組織
運営

〇

都⾧期
戦略

（様式１）

(公財)東京都スポーツ文化事業団 （所管局）
オリンピック・パラリンピック準備局、
教育庁

経営
改革

事業
執行

ポスト
コロナ

先進的
なDX

財務
民間等
連携

戦略名
現プランとの関係

３年後（2023年度）の到達目標 目標
区分























WEBからのイベント申し込み誘導のためチラシにQRコードを貼付する等、FAXレスの推進
に取り組んでいる。

FAXの電子化により、送受信件数を98%削減する（事務局・3月分）。

会議においてタブレットを活用することや、一部の申請書類等についてデータでの提出を
可能とする等、ペーパーレスの推進に取り組んでいる。

コピー用紙の使用量を2017年度比で50%削減する（事務局・2月‒3月分）。

施設利用料のキャッシュレス化(全5施設中0施設)。
施設利用料のキャッシュレス化(4施設※)。
※東京アクアティクスセンターは未開業

テレワーク タブレット端末の導入やVPN構築によるテレワーク環境を整備している。
テレワーク可能な職員について月40％※実施する。
※「実施件数／当月の勤務日数／テレワーク勤務可能な職員数」により算出

キャッシュレス

タッチレス イベントにおいて、一部オンライン開催を実施。 イベントにおける非接触型での開催を拡充。

５
つ
の
レ
ス

はんこレス
押印の定めがある手続のうち団体の規程等の改正により対応が可能な手続等について、規
程等の改正に向けて検討中。

団体の規程等に基づく対応可能な手続等については、全件規程等を改正する。

FAXレス

ペーパーレス

手続の
デジタル化

手続のデジタル化を推進できるよう、団体の規程等の改正によりデジタル化の対応が可能
か調整中。

団体の規程等に基づく対応可能な手続等については、全件規程等を改正する。

共通戦略 手続のデジタル化・５つのレスの推進・テレワーク

(公財)東京都スポーツ文化事業団

取組事項
現状

（2020年11月末現在）
2021年度末の到達目標


